
書

評

メ
　
キ
　
シ

コ

法
概
観

（
勺
き
o
量
目
鋤
8
一
U
R
o
魯
〇
三
〇
邑
8
づ
○
）

横

田

一

太

5良

　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
共
通
の
言
葉
（
ス
ペ
イ
ソ
語
、
ブ
ラ
ジ
ル

は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ハ
イ
チ
は
フ
ラ
ソ
ス
語
）
と
文
化
を
有
し
て
お
り
、

独
立
当
時
の
政
治
的
環
境
、
風
土
等
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
類
似
の
経
済
構

造
、
社
会
構
造
、
国
民
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
般
的
に
看
れ
ば
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
私
法
は
大
陸
法
系
に
属

し
て
い
る
が
、
公
法
は
北
方
に
隣
接
す
る
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
法
系
の
合
衆
国

の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
。
特
に
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
憲
法

は
合
衆
国
憲
法
典
の
示
唆
を
受
け
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
独
立
後
既
に
一
五
〇
年
以
上
を
経
過
し
て

お
り
、
一
部
に
は
既
に
農
業
国
か
ら
工
業
国
へ
と
躍
進
を
続
け
て
い
る
国

（
た
と
え
ば
メ
キ
シ
コ
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
、
ブ
ラ
ジ
ル
）
も
あ
り
、
他
方

で
は
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
ー
の
段
階
に
留
っ
て
い
る
国
（
た
と
え
ば
グ
ワ
テ

マ
ラ
、
ヱ
ク
ア
ド
ル
）
も
あ
っ
て
、
経
済
的
格
差
も
著
し
い
も
の
が
あ

メ
キ
シ
コ
法
概
観

る
Q　
メ
キ
シ
コ
共
和
国
は
経
済
的
に
は
既
に
5
ぎ
島
を
し
た
国
と
云
わ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
度
メ
キ
シ
コ
比
較
法
研
究
所
か
ら
発
刊
さ
れ
た
「
メ
キ
シ
コ
法
概

観
」
（
原
名
評
8
声
ヨ
餌
留
一
U
R
9
ぎ
冒
Φ
図
凶
8
δ
o
）
は
メ
キ
シ
コ
の

経
済
発
展
計
画
と
か
ら
め
て
、
同
国
の
法
律
制
度
を
総
合
研
究
す
る
う
え

で
貴
重
な
基
礎
資
料
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
序
文
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
一
九
六
三
年
国
際
法

学
協
会
（
審
》
の
8
冨
a
診
冒
8
ヨ
8
δ
き
一
号
Ω
魯
。
置
甘
ユ
e
8
）

が
園
①
滋
U
零
二
＝
帥
目
8
P
肖
旨
o
糞
帥
其
の
他
の
比
較
法
学
者
の
提

案
に
基
い
て
、
メ
キ
シ
コ
の
法
体
系
或
は
法
律
制
度
の
説
明
を
な
す
よ
う

勧
告
さ
れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
メ
キ
シ
コ
比
較
法
研
究
所
が
「
メ
キ
シ
コ

法
の
概
観
」
と
し
て
発
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。

八
三



メ
キ
シ
コ
法
概
観

　
本
書
は
二
巻
よ
り
成
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
系
の
学
者
に
も
、
大
陸
法

系
の
学
者
に
も
、
メ
キ
シ
コ
法
の
概
括
を
知
る
た
め
の
よ
い
道
し
る
べ
と

な
る
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
法
学
界
各
分
野
の
専
門
家
に
よ
り
執
筆
さ
れ
て

お
り
、
メ
キ
シ
コ
法
の
案
内
書
と
し
て
絶
好
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
各
科
目
の
章
別
及
び
執
筆
者
が
列
挙
す
る
参
考
文
献
を
挙
げ
れ
ば
次
の

通
り
。

　
第
一
部
メ
キ
シ
コ
国
憲
法
概
説

　
　
　
　
　
（
ω
｛
旨
Φ
巴
ω
8
U
震
①
o
げ
o
O
o
霧
げ
ゆ
豊
o
一
〇
⇒
巴
）

　
メ
キ
シ
コ
自
治
大
学
法
学
部
U
き
邑
匡
o
お
ぎ
教
授
執
筆

　
第
一
章
　
歴
史
的
概
観

　
第
二
章
共
和
国
憲
法
、
現
行
憲
法
は
一
九
一
七
年
二
月
五
日
に
憲
法

議
会
で
採
択
さ
れ
同
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
憲
法
に
お
い
て
は
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
基
本
的
人
権
（
δ
ω

血
震
①
9
8
8
一
ぎ
ヨ
σ
お
）
と
云
う
言
葉
は
、
「
個
人
の
保
障
」
（
O
弩
甲

旨
㌶
巴
注
三
身
巴
霧
）
と
云
う
言
葉
に
代
え
ら
れ
自
由
平
等
の
理
念
が
自

然
法
（
8
お
畠
o
墨
9
声
一
）
に
基
い
て
、
行
政
権
の
権
限
を
制
限
す
る
と

い
う
新
し
い
考
え
を
制
度
化
し
て
い
る
。
憲
法
第
一
条
は
「
メ
キ
シ
コ
合

衆
国
に
於
て
は
、
凡
て
の
個
人
は
こ
の
憲
法
の
与
え
る
保
障
を
享
受
し
、

こ
の
保
障
は
憲
法
の
定
め
る
場
合
と
条
件
に
よ
ら
な
け
れ
ば
制
限
し
た
り

ま
た
は
停
止
す
る
こ
と
を
得
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

　
連
邦
政
府
の
政
治
形
態
は
、
立
法
、
行
政
お
よ
び
司
法
の
三
権
に
分
け

一
八
四

ら
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
　
国
籍
及
び
市
民
権
（
2
8
δ
蒙
臣
＆
図
O
巳
身
号
三
餌
）

　
O
　
出
生
に
よ
る
国
籍
取
得
に
つ
い
て
は
、
甘
ω
ω
呂
（
属
地
主
義
）
及

び
甘
ω
鋸
凝
乱
巳
ω
（
属
血
主
義
）
の
折
衷
の
主
義
を
採
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
ω
両
親
の
国
籍
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
共
和
国
で
出
生
し
た
者
、
＠

外
国
に
お
い
て
、
メ
キ
シ
コ
の
両
親
よ
り
出
生
し
た
者
、
メ
キ
シ
コ
人
の

父
及
び
外
国
人
の
母
よ
り
生
れ
た
る
者
、
ま
た
は
、
メ
キ
シ
コ
人
の
毎
か

ら
出
生
し
、
父
の
不
明
の
者
、
の
軍
用
或
は
民
間
用
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

メ
キ
シ
コ
の
艦
船
或
は
航
空
機
内
に
お
い
て
出
生
し
た
る
者
は
、
メ
キ
シ

コ
国
籍
を
取
得
す
る
。

　
O
　
帰
化
に
よ
る
国
籍
取
得
に
つ
い
て
は
、
ω
外
務
省
（
σ
ω
o
R
卑
零

は
卑
号
菊
巴
8
ご
希
ω
）
か
ら
帰
化
証
明
書
（
O
震
鼠
号
葛
9
惹
壽
8
一
含
）

を
取
得
し
た
者
及
び
、
＠
メ
キ
シ
コ
人
と
結
婚
し
た
外
国
婦
人
で
メ
キ
シ

コ
国
内
に
住
所
（
＆
ヨ
§
ぎ
）
を
有
す
る
者
の
二
つ
の
場
合
を
定
め
て
い

る
Q

　
第
四
章
　
選
挙
権
（
ω
昌
益
四
〇
）

　
第
五
章
　
三
権
分
立

　
第
六
章
　
立
法
権
（
勺
＆
段
一
畠
芭
鎖
9
δ
）

　
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
立
法
権
は
上
院
（
Oo
窪
＆
o
お
ω
）
下
院
（
O
骨
鼻
？

3
ω
）
か
ら
な
る
議
会
（
0
8
韓
霧
o
）
に
属
し
て
い
る
Q

　
第
七
章
　
行
政
権
は
大
統
領
（
固
即
霧
こ
窪
8
号
置
国
名
応
9
8
）



に
属
す
る
。
大
統
領
は
出
生
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
市
民
で
満
三
五
歳
以
上
の

者
が
直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。
任
期
は
六
年
で
あ
る
。

　
第
八
章
　
司
法
権
（
勺
9
角
冒
＆
9
巴
）
は
最
高
裁
判
所
（
ω
唇
お
自
餌

O
震
冨
号
冒
呂
o
置
）
巡
回
裁
判
所
（
↓
ユ
宮
蒙
ざ
ω
号
Ω
零
三
け
）
及
び

区
裁
判
所
（
甘
N
α
q
毘
8
号
9
雪
簿
o
）
に
帰
属
す
る
・

　
第
九
章
　
憲
法
の
擁
護
（
U
亀
9
器
号
富
O
自
豊
9
0
一
診
）

　
第
一
〇
章
　
連
邦
制
度
（
勾
爵
巨
窪
守
留
邑
）

　
第
二
章
　
国
家
と
教
会
（
日
雰
寅
3
属
冨
唖
①
ω
富
）

　
第
二
一
章
憲
法
改
正
（
菊
Φ
剛
g
B
器
0
8
ω
蜂
8
δ
冨
一
〇
ω
）

参
考
文
献
（
憲
法
）

　
匂
o
緻
霞
号
一
〇
器
躍
一
〇
＜
o
一
錺
8
●
「
メ
キ
シ
コ
憲
法
学
ノ
ー
ト
」
メ
キ

　
　
シ
コ
市
　
一
〇。
お

　
匡
巽
冨
8
0
震
8
a
ρ
「
メ
キ
シ
コ
憲
法
要
綱
」
ク
ア
ダ
ラ
ハ
ー
ラ

　
　
一
〇〇
〇
〇

　
冨
巽
δ
号
ξ
O
垢
爵
・
「
憲
法
」
教
養
蔵
書
　
メ
キ
シ
コ
市
　
お
脅

　
ぢ
絃
冨
●
O
鋤
ヨ
σ
8
。
「
十
九
世
紀
の
メ
キ
シ
コ
憲
法
」
　
メ
キ
シ
コ
市

　
　
一
〇
〇
一

　
国
旨
5
ま
0
8
鼠
一
9
国
9
＄
「
憲
法
便
覧
」
マ
ヌ
エ
ル
・
ポ
ル
ー
ア

　
　
書
店
　
一
〇
鵠

　
冒
睾
二
Φ
一
類
Φ
瑛
Φ
轟
網
び
器
ω
9
「
憲
法
研
究
」
ポ
リ
ス
出
版
社
　
一
濾
O

　
竃
蒔
ま
一
い
き
N
U
ξ
魯
「
メ
キ
シ
コ
憲
法
」
メ
キ
シ
コ
市
一
〇
蟄

メ
キ
シ
コ
法
概
観

ω
R
器
幕
9
爵
菊
餌
ヨ
富
N
．
「
メ
キ
シ
コ
憲
法
レ
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
臼

　
（
歴
史
的
展
望
、
個
人
の
保
障
、
人
身
保
護
裁
判
所
）

国
昌
ぎ
勾
ぎ
霧
騨
「
メ
キ
シ
コ
の
政
治
機
構
」
（
憲
法
と
独
裁
）
　
一
〇
嵩

　
マ
ド
リ
ッ
ド
・
ア
メ
リ
カ
出
版
社

園
四
ヨ
α
昌
閑
○
身
蒔
垢
N
「
憲
法
」
（
陸
軍
士
官
学
校
生
徒
用
教
科
書
）
第

　
二
版
　
メ
キ
シ
コ
市
一
〇。
謡

句
o
言
o
円
①
臣
肉
四
急
お
騨
「
メ
キ
シ
コ
憲
法
」
メ
キ
シ
コ
市
ポ
ル
ー
ア

　
出
版
社
　
お
曾

頴
言
Φ
↓
o
醤
幻
ω
昌
お
N
・
「
メ
キ
シ
コ
基
本
法
律
（
一
φ
り
8
～
お
竃
）

　
ポ
ル
ー
ア
出
版
社
　
一
〇
鴇

冒
窪
号
鼠
↓
o
旨
ρ
「
メ
キ
シ
コ
憲
法
研
究
指
針
」
メ
キ
シ
コ
市

　
一
Q
o
o
o
①

冒
お
①
＜
o
β
国
曾
践
o
一
「
一
九
一
七
年
憲
法
の
限
界
」
・
ス
ア
ソ
ジ
エ

　
ル
ス
　
ウ
エ
イ
サ
イ
ド
出
版
社
　
一
旨
O

第
二
部
　
行
政
法
概
説

　
　
　
　
（
ω
ぎ
3
ω
凶
ω
号
一
U
輿
①
昌
o
＞
α
ヨ
日
一
簿
轟
ユ
〈
o
）

メ
キ
シ
コ
自
治
大
学
法
学
部
9
玄
8
司
蚕
竪
教
授
執
筆

第
一
章
序
説
（
ぎ
霞
o
身
8
一
魯
）

第
二
章
　
行
政
組
織
（
O
茜
き
冒
8
一
言
》
α
旨
巳
ω
什
轟
二
苺
）

第
三
章
行
政
活
動
（
》
＆
＜
置
銭
》
α
昌
三
簿
轟
け
一
奉
）

一
八
五



メ
キ
シ
コ
法
概
観

　
第
四
章
　
財
政
制
度
（
殉
拾
冒
窪
固
ω
8
一
）

　
第
五
章
　
国
有
財
産
制
度
（
勾
猪
ぎ
窪
評
且
ヨ
o
巳
巴
）

　
第
六
章
行
政
裁
判
（
冒
ω
膏
冨
》
α
巨
巳
の
賃
呂
茜
）

参
考
文
献
（
行
政
法
）

　
ぢ
鍬
≧
鴨
挙
「
行
政
訴
訟
の
歴
史
」
　
法
律
及
判
例
雑
誌
　
一
〇。
o。
O

　
Z
巽
9
8
ω
器
ω
o
び
「
新
農
業
法
」
メ
キ
シ
コ
市
お
曽

　
固
○
誘
ω
｝
9
琶
一
す
「
行
政
に
対
す
る
個
人
の
法
的
保
護
」
メ
キ
シ

　
　
コ
市
　
一
8
0

　
冒
鍬
客
貰
貯
O
器
艶
一
＜
①
富
ω
8
・
「
メ
キ
シ
コ
行
政
法
雑
感
」
メ
キ
シ

　
　
コ
市
　
一
〇。
謹

　
竃
き
ま
一
9
言
区
o
「
行
政
法
の
基
礎
」
メ
キ
シ
コ
市
一
〇。
O
切

　
》
ω
き
8
即
O
冨
＝
曾
「
メ
キ
シ
コ
共
和
国
行
政
組
織
と
政
治
」
メ
キ

　
　
シ
コ
市
　
一
〇
脇

　
O
魯
ぎ
o
即
甜
”
「
行
政
法
」
第
一
〇
版
メ
キ
シ
コ
市
一
8
0。

　
竃
き
き
一
問
獲
怨
琴
「
行
政
と
公
共
事
業
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
脇

　
Z
一
〇
陳
0
8
0
垢
畦
段
ρ
「
行
政
法
ノ
ー
ト
」
グ
ア
ナ
フ
ア
ト
ー
　
一
8
0

　
↓
8
9
巴
0
9
お
ω
●
「
行
政
法
教
程
」
メ
キ
シ
コ
市
お
欝

　
冒
茜
①
9
ぎ
Φ
建
↓
0
8
「
行
政
法
必
携
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
8

　
冒
a
馨
o
評
＝
震
串
「
メ
キ
シ
コ
民
法
補
足
連
邦
法
」
メ
キ
シ
コ
市

　
　
一
〇〇
〇
刈

　
国
匹
轟
益
o
即
三
N
。
「
憲
法
と
行
政
法
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇。
o。
o。

一
八
六

》
巳
お
の
ω
段
轟
園
o
宣
ψ
「
行
政
法
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
8
一

〇
巽
一
8
↓
お
言
い
Φ
a
o
号
日
Φ
恥
毘
鋭
「
メ
キ
シ
コ
行
政
法
」
成
立
と

　
発
展
　
一
〇〇
ε
～
一
〇
一
〇

ω
巴
く
区
自
O
旨
ぎ
騨
「
行
政
法
ノ
ー
ト
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
8

一
讐
8
δ
く
巴
一
震
声
「
請
願
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇。
逡

O
諾
雷
＜
o
園
＜
①
一
器
8
．
「
メ
キ
シ
コ
行
政
法
の
発
展
」
（
一
〇
一
b
。
～
一
〇
命
）

ぢ
彊
Φ
＜
o
寅
国
2
骸
o
一
「
憲
法
上
の
諸
間
題
」
メ
キ
シ
コ
　
一
露
ω

牢
呂
o
δ
8
N
巽
8
「
市
憲
法
制
定
議
会
の
歴
史
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇。

　
㎝
刈

第
三
部
　
保
護
訴
願
法
概
説

　
　
　
　
（
ω
｛
導
o
ω
…
の
α
Φ
一
U
R
Φ
昌
o
号
》
日
冨
『
o
）

比
較
法
研
究
所
＝
①
g
9
霊
図
曽
ヨ
象
o
研
究
員
執
筆

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

歴
史
的
概
観

保
護
訴
願
審
判
機
構
と
手
続
の
発
展

現
行
制
度

保
護
訴
願
の
機
構

保
護
訴
願
手
続
当
事
者

訴
願
の
目
的

保
護
訴
願
の
却
下
及
び
棄
却

訴
願
手
続



　
第
九
章
仮
決
定

　
第
一
〇
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〇。
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〇
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憲
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冒
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猛
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冒
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憲
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①
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概
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司
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憲
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①
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憲
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独
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仁
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＆
轟
一
「
保
護
訴
願
裁
判
の
訴
訟
手
続
」
メ
キ
シ

　
コ
市
　
一
〇。
O
O

U
Φ
ヨ
Φ
鼠
o
ω
o
島
「
連
邦
訴
訟
手
続
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
旨

凝
墨
息
o
＜
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①
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①
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冒
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冨
醇
8
一
霊
き
巨
「
民
法
原
論
」
七
巻
　
ス
ペ
イ
ソ
語
版
プ
エ
ブ
ラ
市

　
一
〇
癖
刈

ざ
茜
①
幻
超
8
↓
昌
き
器
「
契
約
改
訂
動
機
に
つ
き
法
外
な
生
存
者
負



　
担
に
つ
い
て
」
メ
キ
シ
コ
市
一
〇
鵠

幻
鉱
器
一
幻
畠
暴
く
韓
濃
器
「
民
法
要
綱
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
〇
ω

牢
き
駐
8
甲
閑
9
閃
「
私
法
の
社
会
化
と
一
九
二
八
年
民
法
典
」
国

　
立
法
律
学
校
雑
誌
雛
巻

○
」
5
8
酸
震
声
「
メ
キ
シ
コ
政
府
提
案
民
法
典
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇

　
臼

蒔
き
且
o
ω
9
0
0
0
益
8
「
民
法
研
究
序
説
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
q
q

》
薦
5
け
ぎ
＜
①
包
薦
o
「
冒
ω
8
盟
①
瑛
斡
博
士
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
民
法

　
典
案
文
の
改
訂
」
二
巻
　
一
8
0
～
一
〇
8

》
讐
ω
什
ぎ
く
①
包
瀬
o
「
メ
キ
シ
コ
民
法
の
諸
原
則
」
五
巻
　
H
o。
〔
q
～
一
〇。

　
O
O

第
八
部
　
商
法
概
説

　
　
　
　
（
ω
馨
。
ω
一
ω
α
巴
U
R
。
。
げ
o
竃
R
8
旨
一
一
）

メ
キ
シ
コ
自
治
大
学
法
学
部
国
o
冨
旨
o
い
匡
き
岳
壁
鼠
呂
尽
教
授

執
筆
第
一
章
メ
キ
シ
コ
商
法
の
史
的
説
明

第
二
章
商
事
適
用
問
題
（
一
ρ
日
辞
R
一
p
旨
震
8
馨
ε

第
三
章
　
商
事
関
係
法
の
法
源
（
一
窃
含
Φ
暮
3
号
一
α
R
8
ぎ
ヨ
忠
－

　
　
　
　
8
旨
一
一
）

第
四
章
　
商
人
及
び
商
関
係
事
項
（
一
窃
需
お
o
冨
ω
矯
一
器
8
ω
器

　
　
　
メ
キ
シ
コ
法
概
観

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

》
一
〇
呂
0
5
即
0
9
蒔
窓
N
園
＆
『
一
ひ
Q
話
N

　
ω
「
商
事
会
社
論
」

　
㈲
「
商
法
講
義
」
（
O
貫
8
号
α
R
g
ぎ
ヨ
震
8
昌
艶
）

園
o
σ
o
洋
o

　
「
商
事
法
」
（
U
Φ
お
9
0
目
R
8
旨
ε

冒
渥
Φ
切
貰
お
声
0
8
隔
「
商
法
論
」
（
↓
轟
富
3
留
号
お
畠
o
ヨ
震
ー

　
8
旨
ε
総
則
及
商
企
業
、
工
業
所
有
権
等
に
関
す
る
研
究

園
o
げ
R
8
》
評
3
＜
欝
園
呂
一
〇
R
〈
四
旨
8
》
ビ
ヨ
且
効
「
信
用
証
券

　
に
関
す
る
研
究
」

　
　
　
ぺ

其
の
他
》
轟
巴
8
ω
P
O
9
奨
δ
矯
》
『
9
3
最
近
で
は
閑
ほ
器
一
U
①

霊
葛
く
霞
四
等
の
著
書
が
あ
る
。

第
九
部
　
訴
訟
法
概
説
（
民
事
・
商
事
．
刑
事
）

　
　
　
　
（
ω
麟
旨
①
ω
一
ω
血
Φ
一
U
o
お
畠
o
零
0
8
ω
巴
）

メ
キ
シ
コ
比
較
法
研
究
所
Z
一
8
8
≧
8
醇
蟄
旨
o
声
研
究
員
執
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五

ヨ
韓
8
p
艶
o
の
）

商
事
会
社
（
一
器
ω
8
一
＆
区
窃
竃
R
8
昌
艶
窃
）

流
通
証
券
（
一
8
簿
三
〇
零
巴
g
）

商
事
債
務
及
び
契
約

商
事
裁
判
手
続
法
（
U
震
g
ぎ
ギ
8
8
巴
寓
①
8
帥
旨
δ

商
事
関
係
著
書

　
　
　
　
　
（
↓
声
け
＆
o
α
o
ω
0
9
a
区
o
の
蜜
o
ぺ
8
β
艶
o
ω
）

い
匡
帥
江
一
冨
竃
O
一
営
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メ
キ
シ
コ
法
概
観

主
要
参
考
文
献

　
一
、
民
事
訴
訟
法

　
と
鍬
ω
①
8
声
ω
”
舞
凶
ω
郵
「
メ
キ
シ
コ
民
事
訴
訟
法
」
全
三
巻
メ
キ
シ

　
　
コ
市
第
二
版
　
一
〇
3

　
冒
絃
ω
①
8
声
田
＆
の
鼠
「
民
事
訴
訟
法
研
究
入
門
」
メ
キ
シ
コ
市

　
　
一
〇
㎝
N

　
》
ξ
象
0
9
ヨ
旦
δ
9
ヨ
貰
一
＝
「
民
事
訴
訟
法
ノ
ー
ト
」
ハ
ラ
ー
パ

　
　
市
　
一
〇
ω
O

　
》
ξ
呂
0
9
ヨ
℃
三
9
ヨ
畳
ぎ
「
民
事
訴
訟
原
論
」
全
八
巻
　
パ
ラ

　
　
ー
パ
市
一
〇
漣
～
O。

　
O
Φ
鍬
冨
o
戸
O
o
鑛
巴
9
「
民
事
訴
訟
法
及
び
関
係
問
題
ノ
ー
ト
」
全

　
　
四
巻
　
ハ
ラ
ー
パ
市
H
O
置
～
N
O

　
》
ξ
呂
o
留
9
診
「
民
事
訴
訟
要
綱
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
占

　
》
ξ
o
ぎ
号
9
診
「
民
事
訴
訟
法
便
覧
」
モ
ソ
テ
レ
イ
市
　
一
〇
窃

　
》
＆
5
置
色
3
霊
3
「
民
事
訴
訟
法
」
（
学
説
商
事
制
度
）
メ
キ
シ
コ

　
　
市
　
一
〇
鳶

　
》
3
ぎ
冨
巴
α
8
且
o
「
民
事
訴
訟
法
原
論
」
メ
キ
シ
コ
市
一
8
群

　
国
3
巽
3
竃
緯
8
ω
≧
貰
9
昌
「
民
事
訴
訟
論
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
お

　
国
身
巽
3
℃
匙
巽
8
「
民
事
訴
訟
法
」
第
一
版
メ
キ
シ
コ
市
一
8
一

　
国
身
震
3
評
痔
お
ω
「
民
事
訴
訟
法
辞
典
」
第
四
版
　
メ
キ
シ
コ
市

　
　
一
〇
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六

園
鉢
器
一
号
℃
ぎ
斜
冒
絃
O
器
け
三
〇
い
異
声
富
α
q
m
「
民
事
訴
訟
制
度
」

　
第
六
版
　
メ
キ
シ
コ
市
　
一
8
0
。

》
旨
巳
o
＜
巴
o
扇
ま
冨
「
民
事
訴
訟
法
」
へ
訴
訟
原
論
）
メ
キ
シ
コ
市

　
一
〇
U
O

二
、
商
事
訴
訟
法

室
8
8
≧
8
苓
浮
ヨ
巽
曽
矯
O
器
艶
6
「
商
事
訴
訟
」

ピ
鍬
甲
O
器
豊
o
「
実
用
商
事
提
訴
」
（
商
人
企
業
家
必
見
）

》
旨
o
巳
o
号
富
ω
富
い
o
鑓
8
｝
》
三
8
8
≦
ま
奪
巽
」
メ
キ
シ
コ
商

　
事
訴
訟
法
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
8

国
費
舘
3
評
一
一
貰
霧
「
商
事
裁
判
書
式
集
」
二
版
　
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇

　
藤
①
国
身
貰
3
評
＝
霞
霧
「
商
事
裁
判
書
式
及
び
判
例
集
」
メ
キ
シ
コ
市

　
一
〇
〇
〇

国
3
巽
3
評
蕃
話
ω
「
破
産
論
」
メ
キ
シ
コ
市
一
〇
寄

司
a
豊
8
閑
ρ
鼠
お
N
ω
き
8
「
商
事
裁
判
論
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
①
ω

冒
呂
仁
ぎ
勾
o
響
蒔
斥
N
零
勾
o
q
ユ
讐
9
「
破
産
法
及
び
支
払
停
止
等
」

　
メ
キ
シ
コ
市
一
逡
ω

三
、
刑
事
訴
訟
法

冒
ぎ
＞
8
8
「
刑
事
訴
訟
法
」
プ
エ
ブ
ラ
　
一
〇
①
一

Z
一
8
8
≧
8
辱
浮
目
○
惹
曳
9
ω
甚
一
〇
「
刑
事
訴
訟
法
提
訴
順
序
と

　
基
礎
的
参
考
文
献
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
駕



ま
絃
刃
O
器
艶
一
〇
「
刑
事
裁
判
の
実
際
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
一
〇

〇
邑
一
段
言
o
O
（
一
ぎ
ω
甘
魯
9
「
メ
キ
シ
コ
刑
事
訴
訟
法
」
メ
キ
シ
コ

　
市
　
一
〇
9

冒
§
冒
鍬
0
8
鼠
一
9
切
5
什
餌
ヨ
き
9
「
メ
キ
シ
コ
刑
事
訴
訟
法
」

　
メ
キ
シ
コ
市
一
〇
合

冒
≦
雲
霊
富
繁
評
一
8
一
8
「
刑
事
訴
訟
法
」
メ
キ
シ
コ
市
一
漣
o。

匡
き
q
色
零
お
声
盟
一
苺
「
刑
事
訴
訟
法
」
三
版
　
お
留

第
十
部
　
国
際
公
法
概
説

　
　
　
　
（
ω
ぎ
け
o
ω
一
ω
α
①
一
U
段
魯
o
一
旨
①
毎
8
一
〇
轟
一
憎
瓜
ぴ
膏
o
）

メ
キ
シ
コ
比
較
法
研
究
所
ピ
a
＄
8
ω
窪
壁
く
欝
2
8
研
究
員
執
筆

第
一
章

第
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章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

国
際
法
主
体
メ
キ
シ
コ
国

国
際
関
係
に
お
け
る
国
際
機
関

メ
キ
シ
コ
国
と
諸
国
際
機
関

メ
キ
シ
コ
国
領
土
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キ
シ
コ
国
の
対
外
政
策

政
府
の
承
認

国
家
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国
際
法
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の
責
任
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際
紛
争
の
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和
的
処
理

参
考
文
献
（
国
際
公
法
）

　
竃
四
茜
震
一
冨
α
o
冨
≦
＝
詳
｝
o
絃
び
ε
ω

　
　
　
　
メ
キ
シ
コ
法
概
観

N
”
ヨ
σ
蚕
昌
o
「
メ
キ
シ
コ
法

　
交
献
」
（
国
際
法
関
係
二
三
－
一
四
三
頁
参
照
）

竃
き
羅
一
い
腔
Φ
畦
四
「
国
際
公
法
論
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
〇
ω

ρ
ω
8
孚
お
母
「
国
際
公
法
講
義
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
置

メ
キ
シ
コ
国
際
法
雑
誌
　
一
九
一
九
年
以
降
発
刊

メ
キ
シ
コ
外
交
記
録
（
各
種
研
究
論
文
）
外
務
省
発
刊
　
六
〇
巻

「
条
約
及
び
協
定
集
」
　
メ
キ
シ
コ
外
務
省
発
行

外
務
省
覚
え
書
集
　
毎
年
メ
キ
シ
コ
外
務
省
発
行

冒
菌
Φ
O
器
寅
冨
鼠
「
メ
キ
シ
コ
と
国
際
秩
序
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
q
①

い
｝
9
艮
8
3
ω
「
メ
キ
シ
コ
対
外
政
策
」
メ
キ
シ
コ
外
務
省
発
行

　
お
o
o
q

メ
キ
シ
コ
弁
護
士
協
会
「
国
際
法
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
の
法
的
思
考
」

　
メ
キ
シ
コ
市
　
ポ
ル
ー
ア
書
店

H
評
竃
冨
「
メ
キ
シ
コ
革
命
中
の
外
交
史
」
二
巻
　
メ
キ
シ
コ
市

　
一
〇
q
QQ
・
一
〇
U
O

切
急
8
「
メ
キ
シ
コ
権
利
の
防
衛
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
鼠

ω
亀
8
「
国
際
問
題
に
関
す
る
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解
」
メ
キ
シ
コ
市
　
オ
リ
オ
ソ
社

｝
O
ひ
ヨ
①
N
国
o
巨
＆
o
「
ブ
カ
レ
リ
協
定
」
ポ
リ
ス
出
版
社
　
一
〇
ω
oo

ρ
ω
8
亀
器
鼠
「
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府
承
認
の
理
論
と
実
際
」
メ
キ
シ
コ
自
治
大
学
法

　
学
部
発
行
　
一
〇
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三
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四
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8
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器
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）
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献
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際
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）
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九
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行
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冨
旨
o
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》
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o
「
国
際
私
法
」
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三
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ア
ダ
ラ
ハ
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ラ
市
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〇
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O

　
O
巨
一
震
ヨ
o
O
邑
貰
3
く
欝
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9
「
国
際
私
法
の
発
展
」
メ
キ
シ
コ

　
市
フ
ス
出
版
社
一
〇
お

　
蜜
窪
話
一
℃
O
謹
富
書
店
発
行
「
国
際
私
法
の
理
論
哲
学
的
基
礎
」
メ

　
　
キ
シ
コ
市
一
8
0

　
国
自
昼
斥
＝
o
眞
ま
冨
「
商
事
会
社
の
国
籍
」
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
器

　
国
弩
5
垢
寓
。
蒔
琴
冨
「
メ
キ
シ
コ
国
際
私
法
と
ブ
ス
タ
マ
ソ
テ
法
典
」

　
　
メ
キ
シ
コ
市
一
〇
〇
N

　
即
鉱
器
一
号
国
冨
一
外
国
人
に
関
す
る
法
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」
メ
キ
シ
コ
市
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ー
タ

　
　
出
版
社
　
お
器

　
甘
≦
R
ω
碧
目
四
旨
ぎ
鴇
↓
o
護
①
ω
「
国
籍
と
居
留
外
国
人
」
メ
キ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八

　
コ
市
　
マ
ー
ル
出
版
社
　
一
〇
竃

甘
緻
ピ
9
の
ω
β
奉
マ
8
「
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
外
国
会
社
」
大
学
出
版

　
局
　
一
〇
器

甘
鼠
い
三
ω
ω
昼
ま
罵
8
「
メ
キ
シ
コ
憲
法
上
の
法
律
の
抵
触
」
メ
キ
シ

　
コ
市
　
フ
ス
出
版
社
一
〇
零

ぢ
緻
U
三
ω
ω
6
5
マ
8
「
メ
キ
シ
コ
国
際
私
法
及
び
合
衆
国
国
際
私
法

　
の
比
較
研
究
」
ポ
ル
ー
ア
書
店
　
メ
キ
シ
コ
市
　
一
〇
8

国
3
震
3
↓
注
2
段
8
「
メ
キ
シ
コ
国
籍
」
メ
キ
シ
コ
市
　
フ
ス
出
版

　
社
　
一
〇
8

国
身
巽
3
↓
ユ
2
R
8
「
国
際
私
法
理
論
の
発
展
」
メ
キ
シ
コ
市
　
ポ

　
リ
ス
出
版
社
　
一
〇
し
O
O。

国
身
震
3
↓
践
2
震
8
「
外
国
法
の
適
用
」
メ
キ
シ
コ
市
フ
ス
出
版
社

　
一
〇
酷


